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第１ 募集の趣旨                       

加茂市では、市有財産の有効活用として、旧高柳保育園を売却いたします。 

個人、法人を問わず事業者から柔軟な発想・企画による旧施設周辺の地域活性化を期待するた

め、民間事業者等の創意工夫による意欲的な活用提案を募り、売却後の利用計画等を選定する公

募型プロポーザル方式により行います。 

 

第２ 募集手続きの流れ                    

 項目 期日（期間） 

１ プロポーザル実施案内（公告） 令和 5 年 2 月 16 日（木） 

２ 募集要項の配布 令和 5 年 2 月 16 日（木）～令和 5 年 3 月 20 日（月） 

３ 現地見学会 令和 5 年 2 月 24 日（金）～令和 5 年 2 月 28 日（火） 

４ 質問の受付 令和 5 年 2 月 16 日（木）～令和 5 年 3 月 6 日（月） 

５ 質問に対する回答 令和 5 年 3 月 10 日（金） 

６ 参加表明書の提出期間 令和 5 年 2 月 16 日（木）～令和 5 年 3 月 20 日（月） 

７ 
参加資格結果通知 

（提案書提出依頼） 
令和 5 年 3 月 24 日（金） 

６ 提案書の受付期間 令和 5 年 3 月 27 日（月）～令和 5 年 4 月 17 日（月） 

７ 
プロポーザル審査 

（プレゼンテーション） 
令和 5 年 4 月下旬 

８ 候補者決定（審査決定通知） 令和 5 年 4 月下旬 

９ 売買契約締結 令和 5 年 4 月下旬 

 

第３ 売却物件の概要                      

種別 所在地 地目／構造 面積 

土地 加茂市大字下高柳字川島 287 番 2 宅地 1,347.43 ㎡ 

建物 同上（旧高柳保育園） 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 356.89 ㎡ 

建物 同上（物置） 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 7.71 ㎡ 

建物 同上（倉庫） 
コンクリートブロック造亜鉛メ

ッキ鋼板ぶき平屋建 
4.77 ㎡ 

※１ この建物に付帯する工作物を含みます。 

※２ 詳細は関係資料（物件調書、参考図）を参考にしてください。なお物件調書は、応募者が

物件の概要を把握するための参考資料ですので、応募者自身において、現地及び諸規制に

ついて調査確認を行ってください。 
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第４ 売却方法・条件                     

１ 売却方法 

公募型プロポーザル方式 

 

２ 売却物件について 

（１）売却物件は現状有姿のまま買受人に売却します。 

（２）旧園舎建物については、建築基準法第 6 条第 1 項の確認済証の交付を受けていない建物で

あること。 

 

３ 売却価格 

最低売却価格 5,160,000 円（土地 4,840,000 円、建物 320,000 円（税抜）） 

（１）最低売却価格は、令和 4 年 12 月 27 日時点の鑑定評価額に基づき算定したものです。 

なお、建物に係る消費税及び地方消費税相当額（税率合計 10％）が別途加算されます。 

（２）土地と建物（消費税抜き）の金額を合わせた総額を買受希望価格とします。 

（３）本物件の売却にあたっては、応募者から提出された買受希望価格が最低売却価格を下回る

提案は失格とします。 

（４）買受希望価格の土地価格と建物価格の内訳が最低売却価格の土地価格と建物価格を下回る

提案は失格とします。 

（５）売却価格は、①価格調書に記載された金額をもとに決定した土地価格と②価格調書に記載

された金額をもとに決定した建物価格に建物価格の 10％に相当する額を加算した価格の合

計とし売買契約締結時に決定します。 

 

４ 契約上の条件 

（１）契約不適合責任 

買受人は、契約締結後、売買物件が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しな

いことを発見しても、売買代金減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除又は修補の請求を

することができません。 

（２）公序良俗に反する使用の禁止 

ア 買受人は、売買物件及び売買物件上に建設した建物（以下「売買物件等」という。）を暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に

規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど

公序良俗に反する用に使用してはなりません。 

イ 買受人は、売買物件上の建物を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して上記

アの定めに反する使用をさせてはなりません。 

（３）風俗営業等の禁止 

ア 買受人は、売買物件等を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年

法律第 122 号）第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊

営業及び同条第 13 項に規定する接客業務受託営業の用に使用してはなりません。 

イ 買受人は、売買物件上の建物を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して上記

アの定めに反する使用をさせてはなりません。 
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ウ 買受人は、売買物件等を廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）

第 2 条に規定する廃棄物を処理するための用途に供してはなりません。 

（４）所有権移転の禁止 

ア 買受人は、売買物件の売買契約締結の日から起算して 5 年以内に売買物件を第三者に所

有権移転をしてはなりません。ただし、やむを得ない事由により市の書面による承認を得

たときはこの限りではありません。 

イ 買受人は、売買契約締結の日から起算して 5 年以内に市の承認に基づいて第三者に所有

権移転をする場合は、上記（１）から（３）に定める条件を当該第三者に対し書面により承

継し、遵守させなければなりません。 

（５）事業実施の条件 

   本事業の実施にあたっては、次に掲げる事項を条件とし、買受人自らが実施できる事業で

あることとします。 

  ア 売買物件の用途は、七谷地区での地域活性化に寄与するようなものであるものとします。 

  イ 買受人は売買契約締結後に、実施する事業内容について所在地である高柳地区の住民に

対して説明会を行い円滑な事業の実施に努めることとします。 

（６）用途指定等の制限 

用途指定等の制限について、次の規定を遵守してください。ただし、やむを得ない事由に

より市の書面による承認を得たときはこの限りではありません。 

ア 売買契約締結の日から起算して 3 年以内に提案事業の用途に使用しなければなりません。 

イ 売買契約締結の日から起算して 5 年以内は提案事業以外の用途に変更してはいけません。 

ウ 売買契約締結の日から起算して 5 年以内に提案事業に加えて新たな事業を実施する場合

は、関連する法令を遵守のうえ、事前に市へ書面により協議しなければなりません。 

（７）実地調査 

上記（２）から（４）について、市が必要と認めるときは実地調査を行い、又は所要の報 

告若しくは資料の提出を求めることができるものとし、それに対し買受人は協力しなければ

なりません。 

（８）違約金 

上記（２）から（４）の条件に違反した場合は、売買代金の 100 分の 30 に相当する金額

（その額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額）を、（６）の義務

に違反した場合は、売買代金の 100 分の 10 に相当する金額（その額に、1,000 円未満の端数

が生じたときは、その端数を切り上げた額）を市に支払わなければなりません。 

（９）契約の解除 

買受人が契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間を定めて催告のうえ契約を解

除することができます。 

 

５ 提案の条件 

提案は次の要件を満たす内容としてください。 

（１）募集の趣旨に合致するものであること。 

（２）具体的な計画を伴った実現可能なものであること。 

（３）売買物件の用途は、七谷地区での地域活性化に寄与するようなものであること。 
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（４）実施事業内容について、所在地である高柳地区での説明会の開催が計画にあること。 

（５）開発に関する法令（地方公共団体の条例及び規則を含む。）を遵守した計画であること。 

（６）地域の景観を著しく損ねないように配慮した計画であること。 

（７）宗教活動や政治活動を目的とした計画でないこと。 

（８）公益を害するおそれのある計画でないこと。 

（９）騒音や振動等、近隣住民の迷惑とならないこと。 

 

第５ 応募者の資格等                     

１ 応募者の資格 

次の要件を満たしている日本国内で法人登録をしている法人又は個人事業主とします。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に規定する者でないこと。 

（２）国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者（更生

手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づ

く再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でない

こと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）若しくは同条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）（以下

これらを「暴力団等」という。）又は次のいずれかに該当する者（法人の役員が次のいずれか

に該当する場合を含む。）でないこと。 

ア 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過していない者 

イ 募集に付する市有地を暴力団の事務所又はその敷地その他これらに類する目的で使用し

ようとする者 

ウ 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を得る目的又は第三者に損害を加える目的で暴

力団等を利用している者 

オ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団

の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団等であることを知りながらこれを不当に利用している者 

（５）前記（１）から（４）までのいずれかに該当する者の依頼を受けて応募しようとする者で

ないこと。 

（６）前記（１）から（５）までのいずれかに該当する者を契約の締結又は契約の履行に当たり

代理人、その他の使用人として使用したものでないこと。 

 

２ 共同での応募 

共同事業者として複数の法人又は個人事業主が共同して応募することもできます。この場合

は、次の事項に留意してください。 
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（１）共同事業者の名称を設定し、共同事業者の代表となる法人又は個人事業主（以下「代表事

業者」という。）を定めてください。優先交渉権者の選定後の協議は代表事業者と行います。 

なお、代表事業者の変更は、原則として認めません。 

（２）共同事業者を構成する法人又は個人事業主のいずれかが、上記１の要件を満たしていない

場合は、応募することができません。 

（３）契約の締結にあたっては、代表事業者を契約の相手方とします。 

（４）同一事業者が複数の共同事業者の構成員を兼ねることはできません。 

 

３ 応募に際しての注意事項 

（１）本物件は現状有姿での引渡しとなります。本書等を十分に確認するとともに、現地及び関

係規制等を必ず調査確認してください。 

（２）応募者は、以下の費用を自ら負担することを前提として、買受希望価格（市への納付額）

を提案してください。 

ア 利活用目的に必要な新たな構造物の設置及び形状変更に係る一切の費用（※建築確認等

の諸手続きを含む） 

イ 建築物・工作物・樹木等の、除却、除去等に要する一切の費用 

ウ 所有権移転時に存在する残置物等の撤去及び廃棄に要する一切の費用 

エ 事業者が自ら投じる有益費・改良費等 

オ 公租公課及び光熱水費等 

（３）土地・建物一体での売却のため、現地見学会を開催します。現地見学会に不参加でも本プ

ロポーザルに参加できますが、本物件の状態及び現地見学会で説明した内容等はすべて予知

しているものとみなします。 

（４）買受人が決定した場合、売払人に対し売買金額の支払い後、売買物件については市で所有

権移転登記をすることになります。 

（５）単独で応募する者は、共同応募の構成員となることはできません。また、共同応募の構成

員が、単独で応募又は他の共同応募の構成員となることはできません。 

（６）応募に要する一切の費用は、応募者の負担とします。 

（７）提出書類は一切返却しないものとし、審査以外の目的には使用しません。 

（８）応募者は、提案計画の内容や市との協議事項、交渉内容等について、守秘義務を遵守する

こととし、市からの事前承諾なく、これらの内容を公表してはなりません。 

（９）共同応募における責任の所在は、代表事業者の代表となる者（代表者）にあるものとしま

す。このため市からの通知等については、代表者へ送付等するものとします。 

 

第６ 現地見学会                        

本物件について、現地の見学を行いたい場合には、電話で希望する日時の 3 日前（土・日・祝

日等を除きます）までにお申し込みください。市職員の立ち合いのうえ、現地を開放します。特

定の開催日は定めませんが、職員の手配等の都合で日時の調整等の必要がありますので、できる

だけ早めにご連絡ください。 

（１）見学可能期間：令和 5 年 2 月 24 日（金）から令和 5 年 2 月 28 日（火）まで 

（２）申込先：財政課管財係 電話番号 0256-52-0080 内線 316・314 
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第７ プロポーザルに関する事項                

１ プロポーザルの手続等 

（１）募集要項等の配付 

配付期間：令和 5 年 2 月 16 日（木）～令和 5 年 3 月 20 日（月）まで 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（土曜日、日曜日、祝日を除きます。） 

配付場所：加茂市役所財政課管財係 電話番号 0256-52-0080 内線 316・314 

市ホームページからもダウンロードできます。なお、郵送での配付は行いません。 

（２）提出書類 

応募者は、別紙１「提出書類一覧表」を参考に提出してください。 

提出書類は、官公庁から発行されるものを除いて A４版（事業概要総括書・土地利用計画

図は A３版）で作成してください。 

なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

※民間団体や事業形態等により提出できない書類がある場合は、ご連絡ください。 

※官公庁の発行する証明書は、発行の日から 3 か月以内のものとしてください。 

 

２ 質疑応答 

（１）質問方法 

受付期間：令和 5 年 2 月 16 日（木）～令和 5 年 3 月 6 日（月）午後 5 時まで 

提出方法：質問書（様式第 8 号）をメールにより提出してください。 

提 出 先：加茂市財政課 E-mail：zaisei@city.kamo.niigata.jp 

※受付期間以外の質問には回答できません。また、メール以外での質問は受け付けません。 

（２）質問書への回答 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるものを除き、

市ホームページに掲載します。掲載時期は、令和 5 年 3 月 10 日（金）を予定しています。 

 

３ 資料の閲覧 

売却物件にかかる図面等の資料は閲覧することができます。 

（１）実施方法 

閲覧期間：令和 5 年 2 月 16 日（木）～令和 5 年 3 月 20 日（月）まで 

午前 9 時から午後 5 時まで（ただし土曜、日曜日、祝日を除きます。） 

閲覧場所：加茂市役所財政課管財係 

（２）注意事項 

資料は売買物件の購入を検討するための参考資料であり、現状と相違している場合は、現

状を優先します。 
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４ 参加表明 

（１）提出書類 

ア 参加表明書（様式第１号） 

イ 誓約書（様式第２号） 

  ウ 印鑑登録証明書（発行後 3 か月以内） 

  エ 次に掲げる書類 

  【個人の場合】 

   ①住民票（発行後 3 か月以内） 

   ②身分証明書（本籍地の市町村が発行のもので発行後 3 か月以内） 

③納税証明書 

    ・「その 3 の 2（申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税）」 

    ・市税の未納税額がないことの証明書（加茂市に納税義務のある方のみ） 

  【法人の場合】 

   ①定款 

   ②法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

   ③納税証明書 

・「その 3 の 3（法人税と消費税及地方消費税）」 

    ・市税の未納税額がないことの証明書（加茂市に納税義務のある方のみ） 

（２）共同事業者の場合 

   上記（１）ア～エの書類に加えて次の書類を提出してください。 

   また、イ、ウ、エの書類については全構成員分を提出してください。 

  オ 共同事業者構成員調書（様式第６号） 

  カ 委任状（様式第７号） 

  キ 共同事業者間での契約書（協定書）の写し 

（３）受付期間 

令和 5 年 2 月 16 日（木）～令和 5 年 3 月 20 日（月）まで 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（４）提出先 

加茂市役所財政課管財係 

※官公庁の発行する証明書は、発行の日から 3 か月以内のものとしてください。 

※提出時に書類の確認を行うため、持参のみの取扱いとさせていただきますのでご了承く

ださい。 

（５）提出部数 

提出部数 １部 

（６）参加資格結果通知 

   本要項に定めた要件を満たしている参加資格を確認した後、参加資格が認められる者には

令和 5 年 3 月 24 日（金）までに通知します。 
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５ 提案書（事業計画）の受付 

（１）提出書類 

ア 事業概要総括書（任意書式 Ａ３横１枚） 

イ 事業計画書（様式第３号－１～７） 

ウ 物件利用計画図（任意様式 Ａ３） 

エ 価格調書（様式第４号） 

オ 法人概要書（様式第５号） 

カ 前３事業年度の決算状況が確認できる書類 

（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等） 

（２）共同事業者の場合 

上記（１）オ、カの書類については全構成員分を提出してください。 

（３）受付期間 

令和 5 年 3 月 27 日（月）～令和 5 年 4 月 17 日（月）まで 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（４）提出先 

加茂市役所財政課管財係 

（５）提出部数 

提出部数 ８部 

※上記（１）ア～カを順にファイルに綴じたものを１部としてください。 

（５）注意事項 

ア 応募は、１法人又は個人事業主（共同事業者）につき１案に限ります。 

イ 提出書類は、受付期間内のみ受付します。受付期間内に提出がない場合は、応募がなか

ったものとして取扱います。 

ウ 受付後に応募書類の追加、訂正、差し替え、再提出はできません。 

エ 応募に必要な費用は、応募者の負担となります。また、提出書類に含まれる特許権、実 

用新案権、意匠権、商標権、その他法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっ

ている業務の手法、維持管理方法、運営方法等を利用した結果生じた責任は、原則として

応募者の負担とします。 

オ 提出された書類は返却しません。 

カ 書類提出後に応募を辞退する場合は、辞退届（様式第 9 号）を財政課管財係まで持参し

てください。なお、辞退した場合でも提出書類は返却しません。 

キ 提出書類に虚偽がある場合、応募を無効とし所要の措置を講じることがあります。 

ク 提出書類の著作権は応募者に帰属しますが、選定、公表、その他市が必要と認める場合

は、市はこれを複製し無償で使用できるものとします。 

ケ 応募までに、提案事業の内容が都市計画法及び建築基準法等の関係法令に適合した事業

であるか事前に確認を行ってください。 
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第８ 優先交渉権者の選定                   

選定は、市が別に定める委員により組織された選定委員会の審査、評価結果をふまえ、市が優 

先交渉権者及び次点の交渉権者を決定します。 

１ 審査項目及び評価内容 

別紙２「旧高柳保育園の売却に係る公募型プロポーザル審査基準」のとおり 
 

２ プレゼンテーション及びヒアリング 

応募書類によるプレゼンテーション及びヒアリングを令和 5 年 4 月下旬に行います。 

時間及び場所は提案者に別途通知します。 

（１）提案時間等 

企業情報を保護する観点から、プレゼンテーション及びヒアリングは非公開とします。プレ

ゼンテーションは各提案者につき 30 分以内とし出席人数は説明者を含めて 5 人以内とします。 

（２）機器準備 

資料投影を行う場合は、市所有のマルチディスプレイを使用しますので、HDMI 端子が附属

したパソコン等の出力機器を提案者で準備してください。（スクリーン及びプロジェクタの持ち

込みも可とします。） 
 

３ 選定委員会の審査・評価 

（１）プレゼンテーション及びヒアリングによる選定委員会の委員の評価結果に基づき、最も評

価点が高い者を優先交渉権者、次に高い者を次点者として選定します。 

（２）最高点の者が複数の場合は、各委員の協議によって順位を決定します。 

（３）次に該当する場合は、失格とし、選定委員会での審査・評価は行いません。 

ア 買受希望価格が最低売却価格を下回った場合 

イ 応募者が資格要件を満たさなくなった場合（共同事業者の場合、構成員のいずれかが満

たさなくなった場合を含みます） 

ウ 提出書類に虚偽又は不備があった場合 

エ 契約の履行が困難と認められる場合 

オ その他選定委員会で、本物件の買受人として不適と判断された場合 

（４）選定委員会の委員全員の評価点の合計が当該配点の合計の６割未満となった場合その提案

は不採用とします。 

（５）応募者が１者のみの場合でも選定委員会の審査、評価の審査・評価は実施します。 

４ 選定結果の通知及び公表 

（１）選定結果は書面で通知します。 

（２）選定結果については市ホームページに掲載します。 

（３）応募者は選定結果についての異議申立、選定の経緯を個別に問合わせることはできません。 

５ 次点者の地位 

（１）次点者は、優先交渉権者が締結期限までに売買契約を締結しない場合は、優先交渉権者に

代わって市と同契約を締結することとなります。 

（２）次点者の地位は、優先交渉権者への売却物件の引渡しをもって消滅するものとし、この場

合はその旨を通知します。それまでの間、第三者に当該地位を移転することはできません。 

（３）次点者の地位を辞退したい場合は、あらかじめ来庁日時を電話で連絡のうえ、辞退届を市

へ提出してください。 
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第９ 契約の締結等について                  

１ 契約の締結 

（１）優先交渉権者が決定した日から７日以内に契約を締結するものとします。なお、正当な理

由なく期日までに締結に至れないときは、優先交渉権者の決定は無効となります。 

（２）優先交渉権者が期日までに市と契約を締結しない場合、市は優先交渉権者に代わって次点

者との間で契約を締結することができるものとします。 

（３）契約の締結に関して必要な費用は買受人の負担とします。 

 

２ 売買代金の支払い 

市が発行する納入通知書により、契約締結の日から 30 日以内（期限最終日が土曜日、日曜日、

祝日の場合はその前日まで）に売買代金を全額納入していただきます。 

 

３ 物件の引渡し及び所有権移転登記 

（１）売買物件は売買代金の納付があった時に所有権が移転するものとし、所有権が移転したと

きに現状有姿のまま引渡しとなります。 

（２）所有権移転登記は市で行います。ただし、移転登記に要する費用（登録免許税等）は買受

人の負担とします。 

 

第１０ 注意事項                       

買受人は、次の事項を了承のうえ、本物件を買い受けるものとします。 

（１）契約締結後に売買物件が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないことを発

見しても、売買代金減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除又は修補の請求をすることが

できません。 

（２）現状有姿での売払いのため、越境物、建物、工作部等（フェンス、樹木、遊具など）を含め

た土地の引渡しとなります。買受人は、本物件に含まれる建物、工作物及び建物に付帯する

諸設備等が現状のまま引き渡されることを十分に理解し、これを使用する場合において必要

となる修繕や整備、安全性の確保については、自らの負担と責任において行うものとします。 

（３）電柱等の移転・撤去、立木の伐採、雑草の草刈などの負担及び調整は、物件敷地の内外及

び所有権等権利の帰属主体の如何を問わず、一切市は行いません。 

（４）所有権移転後、本物件に関わる利用に関し、周辺土地所有者及び地域住民との調整等につ

いては、すべて買受人において行ってください。事業の実施にあたって、紛争等が生じた場

合は、買受人の責任と負担において、迅速かつ丁寧な対応に努め、その解決に当たるものと

します。 

第１１ 問合せ先                       

加茂市財政課管財係（加茂市役所３階） 

〒959-1392 新潟県加茂市幸町２丁目３番５号 

TEL：0256-52-0080 内線 316  FAX：0256-53-2729 E-mail：zaisei@city.kamo.niigata.jp 

※実施要項、応募書類は市ホームページにも掲載しています。 
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別紙１ 

提出書類一覧表 

（１）参加表明書の提出（事業者に関する書類） 

提出書類 記載事項 書 式 

１ 参加表明書 

 

 

 

様式のとおり 

※共同で応募する場合は、共同事業者構成員調書

（様式第６号）、委任状（様式第７号）、共同事業者

間での契約書（協定書）の写し 

様式第 1 号 

（様式第 6 号） 

（様式第 7 号） 

２ 誓約書 様式のとおり 様式第 2 号 

３ 住民票（個人の場合）  － 

４ 定款（法人の場合） 

 

最新版・複写可 

※共同での応募の場合は構成員全社 
－ 

５ 印鑑登録証明書 

 

発行の日から 3 か月以内のもの 

※共同での応募の場合は構成員全社分 
－ 

６ 身分証明書 

（個人の場合） 

本籍地の市町村が発行のもので発行から3か月以内 

※共同での応募の場合は全構成員分 
 

７ 法人登記事項証明書

または身分証明書 

 

履歴事項全部証明書 

（発行の日から 3 か月以内のもの） 

※共同での応募の場合は全構成員分 

－ 

８ 納税証明書 

 

 

納税証明書 

※加茂市に納税義務のある方は市税の未納税額が

ないことの証明書も提出 

－ 
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（２）提案書の提出（事業計画に関する書類） 

提出書類 記載事項 書 式 

１ 事業概要総括書 【A3 横サイズ１枚にまとめること】 

(1) 事業計画の基本コンセプト 

(2) 事業の概要 

(3) 施設改修、整備計画の概要 

(4) 事業スケジュールの概要 

(5) 資金計画の概要 

(6) 事業計画のアピールポイント 

任意書式 

２ 事業計画書 (1) 事業計画 

①事業目的と基本方針 

事業計画の目的や取組への基本方針を具体的に記載し

てください。 

②事業内容の具体性 

売却物件の活用方法、提供するサービスや活動等の内容

を具体的に記載してください。 

③スケジュールの妥当性 

契約締結から事業開始までのスケジュールを記載して

ください。 

(2) 地域貢献 

①地域貢献 

地域の活性化が期待できる取組について記載してくだ

さい。 

(3) 応募者の事業実績等 

①事業実績 

提案事業に対する実績や経験について記載してくださ

い。また、実績や経験をどのように活用できるのかにつ

いて記載してください。 

②運営体制・進め方 

提案事業に対する組織体制や職員の配置について記載

してください。 

(4) 資金計画 

 ①事業実施に係る初期投資・資金調達の資金計画、事業実

施後の年間収支資金計画について記載してください。 

様式第 3 号 

３ 物件利用計画図 【A3 サイズ 枚数自由】 

建物・土地の計画図面等（簡易的な図面で構いません。） 
任意様式 

４ 価格調書 様式のとおり 様式第 4 号 

５ 法人概要書 様式のとおり 様式第 5 号 

６ その他 前３事業年度の決算状況が確認できる書類 

（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等） 
－ 
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別紙２ 

 

旧高柳保育園の売却に係る公募型プロポーザル審査基準 

 

１ 審査方針 

事業計画書の内容は、次の審査方針に基づき審査する。 

（１）審査方針 

審査は、旧高柳保育園の売却に係る公募型プロポーザル募集要項に基づき、市が別に定め

る委員により組織された「加茂市未利用財産利活用プロポーザル選定委員会」（以下「選定委

員会」という。）において、公平かつ公正な審査を実施する。 

（２）審査項目 

① 事業目的と基本方針 

事業計画の考え方が適切で、継続性がある事業内容になっているか。 

② 事業内容の具体性 

事業計画に具体性があり、実現可能なものであるか。 

③ スケジュールの妥当性 

事業の遂行に必要なノウハウを有し、事業実施スケジュールが適切であるか。 

④ 地域貢献 

地域の活性化等に関する内容及び考え方が効果的であるか。 

⑤ 事業実績 

記載されたアピールポイント、特色、類似案件での実績などを評価 

⑥ 運営体制・進め方 

提案事業に対する組織体制や職員の配置について事業を遂行し得る運営体制・遂行計画と

なっているか。 

⑦ 資金計画（事業運営の確実性・継続性） 

売買物件の取得に必要な資金を確保できているか。事業を遂行し得る経営状況・資金計画

であるか。 

⑧ 買受希望価額の提示 

最低売却価額より、どの程度上回った価額を提示しているか。 
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（３）審査基準点 

【審査項目①～⑦（事業計画書等）】 

評   価 審査基準点 

非常に適切・非常に優秀・非常に効果的 ５ 

適切・優秀・効果的 ４ 

普通 ３ 

やや不十分・やや劣る ２ 

不十分・劣る １ 

【審査項目⑧（提示買受希望価格）】 

提示価格 審査基準点 

最高額を提示した者 ２０ 

最高額を提示した者 

以外の者 

次のとおり計算する（小数点第１位を四捨五入） 

         

 ２０点 ×  

 

 

（４）各項目の分配点 

【審査項目①～⑦（事業計画書等）】 

審査項目 審査基準 基準点 ｳｴｲﾄ 満点 

■事業概要総括書 

■事業計画書 

①事業目的と基本方針 

事業計画の考え方が適切で、継続性が

ある事業内容になっているか。 

【様式第 3 号－1】 

５ ×１ ５ 

■事業概要総括書 

■事業計画書 

②事業内容の具体性 

事業計画に具体性があり、実現可能な

ものであるか。 

【様式第 3 号－2】 

５ ×２ １０ 

■事業概要総括書 

■事業計画書 

③スケジュールの妥当性 

事業の遂行に必要なノウハウを有し、

事業実施スケジュールが適切である

か。【様式第 3 号－3】 

５ ×２ １０ 

■事業概要総括書 

■事業計画書 

④地域貢献 

地域の活性化等に関する内容

及び考え方が効果的であるか。 

地域の活性化等に関する内容及び考え

方が効果的であるか。 

【様式第 3 号－4】 

 

５ ×４ ２０ 

■事業概要総括書 

■事業計画書 

⑤事業実績 

記載されたアピールポイント、

特色、類似案件での実績などを

評価  

記載されたアピールポイント、特色、

類似案件での実績などを評価  

【様式第 3 号－5】 

 
５ ×１ ５ 
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その他応募者の提示価格 

最高額応募者の提示価格 



審査項目 審査基準 基準点 ｳｴｲﾄ 満点 

■事業概要総括書 

■事業計画書 

⑥運営体制・進め方 

提案事業に対する組織体制や

職員の配置について事業を遂

行し得る運営体制・遂行計画と

なっているか。 

提案事業に対する組織体制や職員の配

置について事業を遂行し得る運営体

制・遂行計画となっているか。 

【様式第 3 号－6】 ５ ×３ １５ 

■事業概要総括書 

■金融機関の融資証明書等 

⑦ 資金計画（事業運営の確実

性・継続性） 

売買物件の取得に必要な資金を確保で

きているか。事業を遂行し得る経営状

況・資金計画であるか。 

【様式第 3 号－7】 

５ ×３ １５ 

 

【審査項目⑧（提示買受希望価格）】 

提示価格 審査基準点 

最高額を提示した者 ２０ 

最高額を提示した者 

以外の者 

 次のとおり計算する。 

         

 ２０点 ×  

         

【例】応募者 A の提示価格が 7,000,000 円、 

   応募者 B の提示価格が 6,000,000 円の場合、 

   次のようになる。 

●応募者 A・・・最高提示額なので、２０点獲得 

●応募者 B・・・次のとおり計算し、１７点獲得 

（小数点第１位を四捨五入） 

 

２０点 ×              ＝１７．１点 

 

（５）審査方法 

企画提案書の内容、提示された買受希望価額に基づき、審査項目ごとに評価を行い、項目

ごとの評価点を合計する。 

選定委員会の委員の評価結果に基づき、最も評価点（各委員の評価点の合計）が高い者を

優先交渉権者、次に高い者を次点者として選定する。 

また、提示買受希望価額が最低売却価額に満たない場合は失格とし、選定委員会の委員全

員の評価点の合計が当該配点の合計の６割未満となった場合その提案は不採用とする。 

（※審査結果に関する異議については、一切受け付けない。） 

（６）その他 

① 応募者が１者のみの場合であっても、選定委員会に諮り審査するものとする。 

② 選定事業者は自らの責任において、住民説明等を行い円滑な事業の実施に努めること。 
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その他応募者の提示価格 

最高額応募者の提示価格 

６，０００，０００円 

７，０００，０００円 


